
令和６年２月 20 日 

東京都公立大学法人 

 

 

教員の懲戒処分について 

 

 

東京都立大学は、教員の処分を行いましたので、下記のとおり公表いたします。 

 

 

記 

 

 

１ 処分の対象教員及び内容 

所属名 職名 年齢 性別 処分内容 

人文社会学部 教授 64歳 男 戒告 

 

 

２ 処分事由 

当該教員は、調査研究の一環として、他大学に通う20歳の学生に対し、令和５年12月

にラブホテルなどにおいて、取材をするとともに、その返礼としての相談に乗るなどの

不適切な行動をとった。 

また上記について、令和６年１月８日に週刊誌上で、本学教員の肩書が付された上で、

不貞行為があったものと推認されるような報道がなされた結果、大学に苦情が寄せられ

るなど法人の信用を失墜させる事態となった。 

 

 

３ 処分年月日 

  令和６年２月 20日 

 

 

【問合せ先】 

東京都公立大学法人 

総務部人事課 

連絡先（直通 042-677-2343） 

 


